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○
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号

住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
及
び
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則

目
次第

一
章

住
宅
宿
泊
事
業
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

住
宅
宿
泊
管
理
業
（
第
三
条
―
第
二
十
四
条
）

第
三
章

住
宅
宿
泊
仲
介
業
（
第
二
十
五
条
―
第
四
十
八
条
）

附
則

第
一
章

住
宅
宿
泊
事
業

（
宿
泊
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
一
条

住
宅
宿
泊
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
届
出
住
宅
に
、
非
常
用
照
明
器
具
を
設
け
る
こ
と
。
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二

届
出
住
宅
に
、
避
難
経
路
を
表
示
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
宿
泊
者
の
安
全
の
確
保
を

図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
外
国
人
観
光
旅
客
で
あ
る
宿
泊
者
の
快
適
性
及
び
利
便
性
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
二
条

法
第
七
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

外
国
語
を
用
い
て
、
届
出
住
宅
の
設
備
の
使
用
方
法
に
関
す
る
案
内
を
す
る
こ
と
。

二

外
国
語
を
用
い
て
、
移
動
の
た
め
の
交
通
手
段
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

三

外
国
語
を
用
い
て
、
火
災
、
地
震
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
通
報
連
絡
先
に
関
す
る
案
内
を

す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
外
国
人
観
光
旅
客
で
あ
る
宿
泊
者
の
快
適
性
及
び
利
便
性
の
確
保
を
図
る
た

め
に
必
要
な
措
置

第
二
章

住
宅
宿
泊
管
理
業

（
登
録
の
更
新
の
申
請
期
間
）

第
三
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
登
録
の
有

効
期
間
の
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
「
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
手
数
料
）

第
四
条

法
第
二
十
二
条
第
五
項
の
手
数
料
は
、
登
録
申
請
書
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
単
に
「
電
子
情
報
処

理
組
織
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

申
請
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
め
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
申
請
書
の
様
式
）

第
五
条

登
録
申
請
書
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
六
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一

号
ニ
及
び
第
二
号
ロ
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
二
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類



- 4 -

イ

定
款
又
は
寄
付
行
為

ロ

登
記
事
項
証
明
書

ハ

法
人
税
の
直
前
一
年
の
各
年
度
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
面

ニ

役
員
が
、
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

ホ

役
員
が
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受

け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

ヘ

第
二
号
様
式
に
よ
る
役
員
並
び
に
相
談
役
及
び
顧
問
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

ト

第
三
号
様
式
に
よ
る
相
談
役
及
び
顧
問
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株

式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

、
住
所
及
び
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
そ
の
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た
書
面

チ

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

リ

住
宅
宿
泊
管
理
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ヌ

第
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
一

号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二

登
録
申
請
者
（
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
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そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

所
得
税
の
直
前
一
年
の
各
年
度
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
面

ロ

登
録
申
請
者
が
、
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

ハ

登
録
申
請
者
が
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被

後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当

し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

ニ

第
二
号
様
式
に
よ
る
登
録
申
請
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

ホ

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
登
記
事
項
証
明
書

ヘ

第
五
号
様
式
に
よ
る
財
産
に
関
す
る
調
書

ト

第
六
号
様
式
に
よ
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

チ

前
号
リ
に
掲
げ
る
書
類

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基

本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
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第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
九
の

規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
書
類
の
一
部
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
正
な
行
為
等
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

第
七
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。

一

法
第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
し
て
登
録
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（

平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分

を
し
な
い
こ
と
の
決
定
を
す
る
日
ま
で
の
間
に
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
者
（
解
散
又
は
住
宅
宿
泊
管
理
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
の
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
当
該
届
出
の

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

二

前
号
の
期
間
内
に
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
法
人
（

合
併
、
解
散
又
は
住
宅
宿
泊
管
理
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
で
あ
っ
た

者
で
あ
っ
て
前
号
に
規
定
す
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
三
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
当
該
法
人
の
合
併
、
解
散
又
は
廃
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止
の
日
ま
で
の
間
に
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
で
当
該
届
出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

三

法
第
四
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者

（
住
宅
宿
泊
管
理
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
的
基
礎
）

第
八
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

負
債
の
合
計
額
が
資
産
の
合
計
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

支
払
不
能
に
陥
っ
て
い
な
い
こ
と
。

（
住
宅
宿
泊
管
理
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
者
）

第
九
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。

一

管
理
受
託
契
約
の
締
結
に
係
る
業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整

備
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者

二

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
十
条

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交

通
大
臣
に
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

変
更
に
係
る
事
項
が
法
人
の
役
員
の
氏
名
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
当
該
役
員
に
関
す



- 8 -

る
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
当
該
役
員
が
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
業
等
の
届
出
）

第
十
一
条

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土

交
通
大
臣
に
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
廃
業
等
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
十
二
条

法
第
三
十
一
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項

二

報
酬
の
額
に
関
す
る
事
項

三

管
理
受
託
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

（
委
託
者
の
保
護
に
欠
け
る
禁
止
行
為
）

第
十
三
条

法
第
三
十
二
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

管
理
受
託
契
約
の
締
結
又
は
更
新
に
つ
い
て
委
託
者
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
時
間
に
電
話
又
は
訪
問
に

よ
り
勧
誘
す
る
行
為

二

管
理
受
託
契
約
の
締
結
又
は
更
新
を
し
な
い
旨
の
意
思
（
当
該
契
約
の
締
結
又
は
更
新
の
勧
誘
を
受
け
る
こ
と

を
希
望
し
な
い
旨
の
意
思
を
含
む
。
）
を
表
示
し
た
委
託
者
に
対
し
て
執
よ
う
に
勧
誘
す
る
行
為
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三

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
対
象
と
な
る
届
出
住
宅
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
住
宅
宿
泊
管
理

業
務
の
適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
住
宅
宿
泊
管
理
業
務
に

係
る
管
理
受
託
契
約
を
締
結
す
る
行
為

（
管
理
受
託
契
約
の
締
結
前
の
説
明
事
項
）

第
十
四
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

管
理
受
託
契
約
を
締
結
す
る
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
並
び
に
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番

号
二

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
対
象
と
な
る
届
出
住
宅

三

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
内
容
及
び
実
施
方
法

四

報
酬
並
び
に
そ
の
支
払
の
時
期
及
び
方
法

五

前
号
に
掲
げ
る
報
酬
に
含
ま
れ
て
い
な
い
住
宅
宿
泊
管
理
業
務
に
関
す
る
費
用
で
あ
っ
て
、
住
宅
宿
泊
事
業
者

が
通
常
必
要
と
す
る
も
の

六

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
一
部
の
再
委
託
に
関
す
る
事
項

七

責
任
及
び
免
責
に
関
す
る
事
項

八

契
約
期
間
に
関
す
る
事
項

九

契
約
の
更
新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項
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（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
五
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

書
面
の
交
付
に
代
え
て
用
い
る
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
（
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用

す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

前
条
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
受
信
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当

該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
記
録
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
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フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

第
十
六
条

住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
令
（
次
項
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
は
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
送
信
者
が
使
用
す
る
も
の
と
し
、

示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
内
容
は
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
と
す
る
。

（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
七
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
内
容

三

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
一
部
の
再
委
託
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

四

責
任
及
び
免
責
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五

法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
住
宅
宿
泊
事
業
者
へ
の
報
告
に
関
す
る
事
項

（
証
明
書
の
様
式
）

第
十
八
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
第
九
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
九
条

法
第
三
十
八
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

管
理
受
託
契
約
を
締
結
し
た
年
月
日
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二

管
理
受
託
契
約
を
締
結
し
た
住
宅
宿
泊
事
業
者
の
名
称

三

契
約
の
対
象
と
な
る
届
出
住
宅

四

受
託
し
た
住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
内
容

五

報
酬
の
額

六

管
理
受
託
契
約
に
お
け
る
特
約
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、
必

要
に
応
じ
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙

面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
は
、
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ

ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
含
む
。
）
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と
し
、
閉
鎖
後
五
年

間
当
該
帳
簿
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
様
式
）

第
二
十
条

法
第
三
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
第
十
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
住
宅
宿
泊
事
業
者
へ
の
定
期
報
告
）

第
二
十
一
条

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
は
、
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
住
宅
宿
泊
事
業
者
へ
の
報
告
を
行
う
と
き
は
、
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住
宅
宿
泊
管
理
業
務
を
委
託
し
た
住
宅
宿
泊
事
業
者
の
事
業
年
度
終
了
後
及
び
管
理
受
託
契
約
の
期
間
の
満
了
後
、

遅
滞
な
く
、
当
該
期
間
に
お
け
る
管
理
受
託
契
約
に
係
る
住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
住
宅
宿
泊
管
理
業
務
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ

を
住
宅
宿
泊
事
業
者
に
交
付
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

報
告
の
対
象
と
な
る
期
間

二

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
実
施
状
況

三

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
対
象
と
な
る
届
出
住
宅
の
維
持
保
全
の
状
況

四

住
宅
宿
泊
管
理
業
務
の
対
象
と
な
る
届
出
住
宅
の
周
辺
地
域
の
住
民
か
ら
の
苦
情
の
発
生
状
況

２

前
項
の
住
宅
宿
泊
管
理
業
務
報
告
書
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
宅
宿
泊
管
理
業
務
報
告
書
が
、
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
方
法
は
、
住
宅
宿
泊
事
業
者
が

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
（
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
住
宅
宿
泊
事
業
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
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イ

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
住
宅
宿
泊
事
業
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
記
載
事
項
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
住
宅
宿
泊
事
業
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
住
宅
宿
泊
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
公
告
の
方
法
）

第
二
十
二
条

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
等
の
公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
第
十
一

号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
四
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
又
は
法

第
二
十
二
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整

備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は

、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

二

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。

三

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。

四

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
、
及
び
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。

五

法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

六

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

七

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
通

知
す
る
こ
と
。

八

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
（
登
録
の
取
消

し
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
登
録
の
取
消
し
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
を
し
、
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
。

九

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
要
請
（
登
録
の
取
消
し
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
、
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
登
録

の
取
消
し
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
こ
と
。

十

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
抹
消
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
。
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十
一

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
こ
と
。

十
二

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
立
入
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に

質
問
さ
せ
る
こ
と
。

２

前
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
権
限
で
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
従
た
る
営
業
所
又

は
事
務
所
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
の
ほ
か
、
当
該

従
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
も
当
該
権
限
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
三
章

住
宅
宿
泊
仲
介
業

（
登
録
の
更
新
の
申
請
期
限
）

第
二
十
五
条

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
登
録

の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
六
十
日
前
ま
で
の
間
に
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
申
請
書
（
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
「
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
観
光
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

第
二
十
六
条

法
第
四
十
六
条
第
五
項
の
手
数
料
は
、
登
録
申
請
書
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
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行
っ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
め
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
申
請
書
の
様
式
）

第
二
十
七
条

登
録
申
請
書
は
、
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
八
条

法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
イ
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て

は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
の
長
の
証
明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
、
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

ロ

登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

ハ

役
員
が
、
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
又
は
外
国
の
法
令

上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
証
明
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ニ

役
員
が
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被
後
見
人

及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い

旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
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証
明
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ホ

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

ヘ

住
宅
宿
泊
仲
介
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ト

第
十
三
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二

登
録
申
請
者
（
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

登
録
申
請
者
が
、
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
又
は
外
国

の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
証
明
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
ロ

登
録
申
請
者
が
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被

後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当

し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者
に
該
当
し
な

い
旨
の
証
明
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
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あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

ニ

第
五
号
様
式
に
よ
る
財
産
に
関
す
る
調
書

ホ

第
十
四
号
様
式
に
よ
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ヘ

前
号
ヘ
に
掲
げ
る
書
類

２

観
光
庁
長
官
は
、
登
録
申
請
者
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
住
民

票
コ
ー
ド
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
正
な
行
為
等
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

第
二
十
九
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一

法
第
六
十
二
条
第
一
項
各
号
又
は
第
六
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
し
て
登
録
の
取
消
し

の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を

し
な
い
こ
と
の
決
定
を
す
る
日
ま
で
の
間
に
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
た
者
（
解
散
又
は
住
宅
宿
泊
仲
介
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
当
該
届
出
の
日

か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
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二

前
号
の
期
間
内
に
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
法
人
（

合
併
、
解
散
又
は
住
宅
宿
泊
仲
介
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
で
あ
っ
た

者
で
あ
っ
て
、
前
号
に
規
定
す
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
三
十
日
に
当
た
る
日
か
ら
当
該
法
人
の
合
併
、
解
散
又
は

廃
止
の
日
ま
で
の
間
に
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
で
当
該
届
出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

三

法
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
い
る
者

（
住
宅
宿
泊
仲
介
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
的
基
礎
）

第
三
十
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
十
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

負
債
の
合
計
額
が
資
産
の
合
計
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

支
払
不
能
に
陥
っ
て
い
な
い
こ
と
。

（
住
宅
宿
泊
仲
介
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
者
）

第
三
十
一
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

一

業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な

い
者

二

宿
泊
者
又
は
住
宅
宿
泊
事
業
者
か
ら
の
苦
情
、
問
合
せ
等
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
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三

契
約
締
結
の
年
月
日
、
契
約
の
相
手
方
そ
の
他
の
宿
泊
者
又
は
住
宅
宿
泊
事
業
者
と
締
結
し
た
契
約
の
内
容
に

係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
明
確
な
記
録
又
は
関
係
書
類
の
保
管
を
行
う
た
め
の
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
二
条

住
宅
宿
泊
仲
介
業
者
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
観
光

庁
長
官
に
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

変
更
に
係
る
事
項
が
法
人
の
役
員
の
氏
名
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
当
該
役
員
に
関
す

る
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
当
該
役
員
が
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
八
号
に
該

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
業
等
の
届
出
）

第
三
十
三
条

住
宅
宿
泊
仲
介
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
観

光
庁
長
官
に
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
廃
業
等
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
の
届
出
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
の

実
施
予
定
期
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
設
定
（
変
更
）
届
出

書
を
観
光
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三

設
定
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
（
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
旧
の
対
照
を
明
示

す
る
こ
と
。
）

四

実
施
予
定
期
日

（
住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
の
記
載
事
項
）

第
三
十
五
条

住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

住
宅
宿
泊
仲
介
業
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
宿
泊
者
と
の
取
引
に
係
る
金
銭
の
収
受
に
関
す
る
事
項

二

契
約
の
変
更
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

三

責
任
及
び
免
責
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
の
内
容
と
し
て
必
要
な
事
項

（
住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
の
公
示
の
方
法
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
宿
泊
仲
介
業
約
款
の
公
示
は
、
継
続
し
て
、
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る
掲
示

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
開
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（
住
宅
宿
泊
仲
介
業
務
に
関
す
る
料
金
の
制
定
基
準
）

第
三
十
七
条

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
住
宅
宿
泊
仲
介
業
務
に
関
す
る
料
金
が

契
約
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て
定
率
、
定
額
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
宿
泊
者
及
び
住
宅
宿
泊
事
業
者

に
と
っ
て
明
確
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
住
宅
宿
泊
仲
介
業
務
に
関
す
る
料
金
の
公
示
の
方
法
）

第
三
十
八
条

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
宿
泊
仲
介
業
務
に
関
す
る
料
金
の
公
示
は
、
継
続
し
て
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る
掲
示

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
開

（
禁
止
行
為
）

第
三
十
九
条

法
第
五
十
八
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

宿
泊
者
に
対
し
、
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
又
は
特
定
の
物
品
を
購
入
す
る
こ
と
を
強
要
す
る

行
為

二

宿
泊
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
取
引
を
行
う
際
に
、
当
該
者
が
法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
で
あ

る
か
ど
う
か
の
確
認
を
怠
る
行
為

（
住
宅
宿
泊
仲
介
契
約
の
締
結
前
の
説
明
事
項
）
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第
四
十
条

法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

住
宅
宿
泊
仲
介
契
約
を
締
結
す
る
住
宅
宿
泊
仲
介
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
並
び
に
登
録
年
月
日
及
び
登

録
番
号

二

宿
泊
サ
ー
ビ
ス
提
供
契
約
を
締
結
す
る
住
宅
宿
泊
事
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
届
出
番
号

三

宿
泊
者
が
宿
泊
す
る
届
出
住
宅

四

宿
泊
者
の
宿
泊
日

五

宿
泊
者
が
住
宅
宿
泊
仲
介
業
者
に
支
払
う
べ
き
対
価
及
び
報
酬
並
び
に
こ
れ
ら
の
支
払
の
時
期
及
び
方
法

六

前
号
に
掲
げ
る
対
価
に
よ
っ
て
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
宿
泊
の
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

七

第
五
号
に
掲
げ
る
対
価
に
含
ま
れ
て
い
な
い
宿
泊
に
関
す
る
費
用
で
あ
っ
て
、
宿
泊
者
が
通
常
必
要
と
す
る
も

の
八

契
約
の
申
込
方
法
及
び
契
約
の
成
立
に
関
す
る
事
項

九

責
任
及
び
免
責
に
関
す
る
事
項

十

契
約
の
変
更
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

十
一

宿
泊
者
の
資
格
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
資
格

十
二

宿
泊
者
が
宿
泊
す
る
届
出
住
宅
の
所
在
地
を
勘
案
し
て
、
宿
泊
者
が
取
得
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
安
全
及
び

衛
生
に
関
す
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
情
報
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（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
交
付
に
代

え
て
用
い
る
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
も
の

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

前
条
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
受
信
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当

該
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法

ハ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
受
信
者
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。

次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
顧
客
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
受
信
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
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り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
記
載
事
項
を
、
当
該
顧
客

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
を
始
期
と
し
、
当
該
記
載
事
項
に
係
る
宿
泊
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
終
了
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
（
同
日
以
前
に
当
該
宿
泊
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
苦
情
の
申
出
が
あ
っ

た
と
き
は
、
同
日
と
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
）
を
終
期
と
す
る
期
間
、
消
去
し
、
又
は
改

変
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
標
識
の
様
式
）

第
四
十
二
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
住
宅
宿
泊
仲
介
業
者
に
よ
る
登
録
年
月
日
等
の
公
示
）

第
四
十
三
条

住
宅
宿
泊
仲
介
業
者
は
、
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す

る
事
項
を
、
当
該
事
項
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
者
に
と

っ
て
見
や
す
い
箇
所
に
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日

二

登
録
番
号

三

登
録
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
年
月
日
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四

商
号
、
名
称
又
は
氏
名

（
旅
費
の
額
）

第
四
十
四
条

令
第
四
条
の
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
条
及
び
第
四
十
六
条
に
お
い
て
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う

。
）
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
次
条
及
び
第
四
十
六
条
に

お
い
て
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表

に
よ
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
者
で

（一）

あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

第
四
十
五
条

旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
、
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
の
旅
費
法

第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
三
号
と
す
る
。

（
旅
費
の
額
の
計
算
に
係
る
細
目
）

第
四
十
六
条

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
支
度
料
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

２

検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
ご
と
に
三
日
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

３

旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
旅
行
雑
費
は
、
一
万
円
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
が
、
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は
必
要
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と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

（
公
告
の
方
法
）

第
四
十
七
条

法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
等
の
公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
四
十
八
条

法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
第
十
八

号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則

第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
土
交
通
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
不
動
産
業
指
導
室
並
び
に
不
動
産
業
政
策
調
整
官
及
び
不
動
産
業
監
視
官
）

（
不
動
産
業
指
導
室
並
び
に
不
動
産
業
政
策
調
整
官
及
び
不
動
産
業
監
視
官
）

第
四
十
三
条

不
動
産
業
課
に
、
不
動
産
業
指
導
室
並
び
に
不
動
産
業
政
策
調
整

第
四
十
三
条

不
動
産
業
課
に
、
不
動
産
業
指
導
室
並
び
に
不
動
産
業
政
策
調
整

官
及
び
不
動
産
業
監
視
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

官
及
び
不
動
産
業
監
視
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２

不
動
産
業
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

不
動
産
業
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

宅
地
及
び
建
物
の
取
引
、
マ
ン
シ
ョ
ン
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化

一

宅
地
及
び
建
物
の
取
引
、
マ
ン
シ
ョ
ン
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
の
管
理
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す

号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
の
管
理
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す

る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
住
宅
（
住
宅
宿
泊

る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
賃
貸
住
宅
（

事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係

公
営
住
宅
を
除
く
。
）
の
管
理
（
賃
貸
住
宅
を
管
理
す
る
事
業
に
関
連
す
る

る
も
の
に
限
る
。
）
の
管
理
（
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
住
宅
宿
泊

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

管
理
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
賃
貸
住
宅
（
公
営
住
宅
を
除

く
。
）
の
管
理
（
賃
貸
住
宅
を
管
理
す
る
事
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
係
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

宅
地
建
物
取
引
業
者
、
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

二

宅
地
建
物
取
引
業
者
、
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
者
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管

業
者
及
び
住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
監
視
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
不
動
産

理
業
者
の
監
視
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
不
動
産
業
監
視
官
の
所
掌
に
属

業
監
視
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
賃
貸
住
宅
を
管
理
す

す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
賃
貸
住
宅
を
管
理
す
る
事
業
を
行
う
者
の
監

る
事
業
を
行
う
者
の
監
視
に
関
す
る
こ
と
。

視
に
関
す
る
こ
と
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）
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（
地
方
整
備
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
整
備
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部

分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記

が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
建
政
部
の
所
掌
事
務
）

（
建
政
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

建
政
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
条

建
政
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

建
設
業
者
、
測
量
業
者
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
地
質
調
査
業
者
、
宅

八

建
設
業
者
、
測
量
業
者
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
地
質
調
査
業
者
、
宅

地
建
物
取
引
業
者
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
、

地
建
物
取
引
業
者
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
、

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
業
者
の
組
織

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
業
者
の
組
織
す
る
中
小
企
業
等
協

す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
、
協
業
組
合
及
び
商
工
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

同
組
合
、
協
業
組
合
及
び
商
工
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

九
～
十
四

（
略
）

九
～
十
四

（
略
）

十
四
の
二

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

十
四
の
三

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
の
二

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
～
四
十
七

（
略
）

十
五
～
四
十
七

（
略
）

（
不
動
産
適
正
取
引
対
策
官
）

（
不
動
産
適
正
取
引
対
策
官
）

第
三
十
八
条
の
三

東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地
方
整
備
局
及
び
中
国
地
方
整
備

第
三
十
八
条
の
三

東
北
地
方
整
備
局
、
関
東
地
方
整
備
局
及
び
中
国
地
方
整
備

局
の
建
政
部
に
、
不
動
産
適
正
取
引
対
策
官
一
人
を
置
く
。

局
の
建
政
部
に
、
不
動
産
適
正
取
引
対
策
官
一
人
を
置
く
。

２

不
動
産
適
正
取
引
対
策
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

２

不
動
産
適
正
取
引
対
策
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
整
理
す
る
。

一

宅
地
建
物
取
引
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
及
び
住
宅
宿
泊
管
理
業
者

一

宅
地
建
物
取
引
業
者
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
指
導
及
び
監
督
の

の
指
導
及
び
監
督
の
う
ち
、
宅
地
建
物
取
引
業
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
及
び

う
ち
、
宅
地
建
物
取
引
業
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
に
係
る
取
引
の
適
正
化

住
宅
宿
泊
管
理
業
に
係
る
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に

に
関
す
る
事
務
で
重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
計
画
・
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
計
画
・
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
一
条

計
画
・
建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
一
条

計
画
・
建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七
の
二

（
略
）

一
～
七
の
二

（
略
）

八

建
設
業
者
、
測
量
業
者
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
地
質
調
査
業
者
、
宅

八

建
設
業
者
、
測
量
業
者
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
地
質
調
査
業
者
、
宅

地
建
物
取
引
業
者
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
、

地
建
物
取
引
業
者
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
、
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住
宅
宿
泊
管
理
業
者
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
業
者
の
組
織

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
業
者
の
組
織
す
る
中
小
企
業
等
協

す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
、
協
業
組
合
及
び
商
工
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

同
組
合
、
協
業
組
合
及
び
商
工
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

九
～
十
三
の
三

（
略
）

九
～
十
三
の
三

（
略
）

十
三
の
四

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

十
三
の
五

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
の
四

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
の
六

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

十
三
の
五

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

二
章
（
第
六
条
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
章
（
第
十
四
条
第
二

二
章
（
第
六
条
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
章
（
第
十
四
条
第
二

項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
確
認
及
び
承
認
に
関

項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
確
認
及
び
承
認
に
関

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

十
四
～
二
十
六

（
略
）

十
四
～
二
十
六

（
略
）

（
建
設
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
建
設
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
三
条

建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
三
条

建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

第
八
十
一
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
の
六
ま

一

第
八
十
一
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
の
五
ま

で
及
び
第
十
六
号
の
二
か
ら
第
十
六
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る

で
及
び
第
十
六
号
の
二
か
ら
第
十
六
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
建
設
産
業
二
課
の
所
掌
事
務
）

（
建
設
産
業
二
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
三
条
の
三

建
設
産
業
二
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
三
条
の
三

建
設
産
業
二
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

第
八
十
一
条
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
の
五
ま
で
及
び
第
十
六
号
の
二
か
ら

一

第
八
十
一
条
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
の
四
ま
で
及
び
第
十
六
号
の
二
か
ら

第
十
六
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

測
量
業
者
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
地
質
調
査
業
者
、
宅
地
建
物
取
引

三

測
量
業
者
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
地
質
調
査
業
者
、
宅
地
建
物
取
引

業
者
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
、
住
宅
宿
泊
管

業
者
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
、
賃
貸
住
宅
管

理
業
者
、
賃
貸
住
宅
管
理
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
業
者
の
組
織
す
る
中
小
企

理
業
者
及
び
不
動
産
鑑
定
業
者
の
組
織
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
、
協
業

業
等
協
同
組
合
、
協
業
組
合
及
び
商
工
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

組
合
及
び
商
工
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

四
～
五

（
略
）

四
～
五

（
略
）
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（
北
海
道
開
発
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

北
海
道
開
発
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
事
業
振
興
部
の
所
掌
事
務
）

（
事
業
振
興
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

事
業
振
興
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
条

事
業
振
興
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四
十
八

（
略
）

一
～
四
十
八

（
略
）

四
十
八
の
二

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

四
十
八
の
三

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
八
の
二

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
九
～
五
十
一

（
略
）

四
十
九
～
五
十
一

（
略
）

（
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
建
設
産
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
九
条

建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
九
条

建
設
産
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
四
の
二

住
宅
宿
泊
管
理
業
者
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

十
四
の
三

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
の
二

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
～
十
八

（
略
）

十
五
～
十
八

（
略
）



第一号様式（第五条関係）

　地方整備局長

北海道開発局長

登録申請者

印

※ ※

（有効期間：　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日）

登録の ※ 国土交通大臣登録（　　） 第 号

※

１．新規　２．更新

項番 ◎　商号、名称又は氏名及び住所 法人・個人の別

１１ １．法人

２．個人

－

※

◎　代表者又は個人に関する事項

１２

－ 年 月 日

※男性

確認欄

受付番号 受付年月日

電 話 番 号

ファクシミリ番号

登録年月日

又 は 氏 名

法 人 番 号

申請時の登録番号

氏 名

（法人である場合においては、代表者の氏名）

（Ａ４）

種類

住 宅 宿 泊 管 理 業 者 登 録 申 請 書
（第一面）

登録番号

（　　）

住 所

　　　　年　　　　月　　　　日から
※

フ リ ガ ナ

　　　　年　　　　月　　　　日まで

　住宅宿泊事業法第23条第１項の規定により、住宅宿泊管理業者の登録の申請をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

　　　　年　　月　　日

殿

確認欄

商 号 又 は 名 称

有効期間

商 号 、 名 称

性 別 □ □ 女性

　　　　年　　　　月　　　　日

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

郵 便 番 号



※

項番 ◎　法定代理人に関する事項

１３ 法人・個人の別

１．法人

２．個人

－

※

◎　法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）

１４

－ 年 月 日

※

◎　法定代理人の役員に関する事項（法人である場合）

１５

－ 年 月 日

※

１５

－ 年 月 日

※

１５

－ 年 月 日

※

１５

－ 年 月 日

※

又 は 氏 名

（第二面）

受付番号 申請時の登録番号

（　　）

フ リ ガ ナ

商 号 、 名 称

郵 便 番 号

住 所

確認欄

フ リ ガ ナ

氏 名

確認欄

性 別 □ 男性 □

フ リ ガ ナ

氏 名

確認欄生 年 月 日

フ リ ガ ナ

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

確認欄生 年 月 日

確認欄生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

確認欄生 年 月 日

性 別 □ 男性 □

女性

性 別 □ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

女性

性 別 □ 男性 □ 女性

氏 名



※

項番 ◎ 役員に関する事項（法人である場合）

２１

－ 年 月 日

※

２１

－ 年 月 日

※

２１

－ 年 月 日

※

２１

－ 年 月 日

※

２１

－ 年 月 日

※

２１

－ 年 月 日

※

□

確認欄

（第三面）

受付番号 申請時の登録番号

（　　）

性 別 □ 男性

女性

確認欄

確認欄

確認欄

確認欄

男性 □

確認欄

女性

性 別 □

□ 男性 □ 女性

男性 □ 女性

□

性 別 □ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

性 別

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

性 別



※

項番 ◎　営業所又は事務所に関する事項

３０

－

※

３０

－

※

３０

－

※

３０

－

※

郵 便 番 号

確認欄

電 話 番 号

（第四面）

受付番号 申請時の登録番号

（　　）

確認欄

電 話 番 号

営業所又は事務所
の別

営業所又は事務所
の名称

営業所又は事務所
の別

営業所又は事務所
の名称

郵 便 番 号

所 在 地

所 在 地
確認欄

電 話 番 号

所 在 地
確認欄

電 話 番 号

営業所又は事務所
の別

1.主たる営業所又は事務所　2. 従たる営業所又は事務所

1.主たる営業所又は事務所　2. 従たる営業所又は事務所

1.主たる営業所又は事務所　2. 従たる営業所又は事務所

1.主たる営業所又は事務所　2. 従たる営業所又は事務所

営業所又は事務所
の名称

郵 便 番 号

所 在 地

営業所又は事務所
の名称

営業所又は事務所
の別

郵 便 番 号



※

項番 ◎　既に有している免許又は登録

３１

に関する法律第４４条第１項の登録

業の種類 免許等の番号 免許等の年月日

　 免許

マンションの管理の適正化の推進

（第五面）

受付番号 申請時の登録番号

（　　）

国土交通大臣の登録を受けている

　 賃貸住宅管理業者

宅地建物取引業法第３条第１項の



登録免許税納付書・領収証書、収入印紙又は証紙はり付け欄

（消印してはならない。）

（第六面）



備考

１ 各面共通事項

① 登録申請者は、＊印の欄には記入しないこと。

② 「申請時の登録番号」の欄は、更新の場合にのみ記入すること。

③ 氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点

及び半濁点は１文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入す

ること。

④ 「住所」及び「所在地」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、上段

から左詰めで記入すること。

（記入例） 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 ２ － １ － ３

⑤ 「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記

入するに当たっては、空位の□に「０」を記入すること。

（記入例） Ｓ ６ ０ 年 ０ １ 月 ０ １ 日 Ｍ 明治 Ｓ 昭和

［昭和60年１月１日の場合］ Ｔ 大正 Ｈ 平成

⑥ 登録申請者が未成年者である場合においては、法定代理人の同意書を添付すること。

２ 第一面関係

① 「登録の種類」の欄は、該当する番号を記入すること。

② 法人番号は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

※法人番号とは、国税庁から指定・通知される13桁の番号。（商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側

に１桁を付加したもの）

③ 商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半

濁点は１文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。

④ 「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を記入すること。

⑤ 代表者又は個人に関する事項については、法人である場合で代表者が複数存在するときには、登録申請

者である代表者について記入し、その他の者については、第三面の役員に関する事項の欄に記入すること。

例えば、株式会社の場合で代表取締役が複数存在するときには、登録申請者である代表取締役について

記入し、その他の者については、第三面の役員に関する事項の欄に記入すること。

３ 第二面関係

① 法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）及び法定代理人の役員に関する事項（法人である

場合）の届出は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

② 「商号、名称又は氏名」の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及

び半濁点は１文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。

③ 「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を記入すること。

④ 法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）について、代表者が複数存在するときには、その

中から選任された１名の代表者について記入し、その他の者については、法定代理人の役員に関する事項

（法人である場合）に記入すること。

例えば、株式会社の場合で代表取締役が複数存在するときには、その中から選任された１名の代表取締

役について記入し、その他の者については、法定代理人の役員に関する事項（法人である場合）の欄に記入

すること。

⑤ 第二面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。

４ 第三面関係

① 第三面は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

② 役員に関する事項の欄は、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。

③ 第三面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。



５ 第四面関係

① 第四面は、住宅宿泊管理業を営む営業所又は事務所についてのみ記入すること。

② 「営業所又は事務所の別」の欄は、該当する番号を記入すること。

③ 「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、左詰めで記入す

ること。

（記入例） ０ ３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １

④ 第四面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。

６ 第五面関係

「免許等の年月日」の欄は、免許の有効期間の開始日ではなく、免許を与えられた年月日（免許の有効期間

の開始日の前日）を記入すること。



住　所

（フリガナ）

氏　名

職　名

期　　間

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

自　　　　年　　月　　日　

至　　　　年　　月　　日　

上記のとおり相違ありません。

氏　名 印

　　　年　　月　　日

（Ａ４）

第二号様式（第六条関係）

略　　歴　　書

平成　　年　　月　　日

従　事　し　た　職　務　の　内　容

職　歴

生年月日



※

４１ ― 年 月 日

― 年 月 日

※

４１ ― 年 月 日

― 年 月 日

※

４１ ― 年 月 日

― 年 月 日

※

４１ ― 年 月 日

― 年 月 日

※

男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

□ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

（第一面）

（　　）

受付番号 申請時の登録番号

相 談 役 及 び 顧 問 （ 法 人 の 場 合 ）

就 任 年 月 日

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

性 別

フ リ ガ ナ

住 所
確認欄

フ リ ガ ナ

氏 名

確認欄

就 任 年 月 日

就 任 年 月 日

性 別 □

就 任 年 月 日

第三号様式（第六条関係）

氏 名

生 年 月 日

住 所
確認欄

添　付　書　類　

生 年 月 日

住 所
確認欄



※

４２

― 年 月 日

―

※

４２

― 年 月 日

―

※

４２

― 年 月 日

―

※

４２

― 年 月 日

―

※

性 別 □ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

郵 便 番 号

住所又は所在地

郵 便 番 号

住所又は所在地
確認欄

保 有 株 式 の 数 株　
割 合 ％　

（ 出 資 金 額 ） （円）

郵 便 番 号

住所又は所在地
確認欄

フ リ ガ ナ

氏 名 又 は 名 称

生 年 月 日

保 有 株 式 の 数 株　
割 合 ％　

（ 出 資 金 額 ） （円）

郵 便 番 号

住所又は所在地
確認欄

フ リ ガ ナ

氏 名 又 は 名 称

生 年 月 日

保 有 株 式 の 数 株　
割 合 ％　

（ 出 資 金 額 ） （円）

確認欄

フ リ ガ ナ

氏 名 又 は 名 称

生 年 月 日

氏 名 又 は 名 称

生 年 月 日

保 有 株 式 の 数 株　
割 合 ％　

（ 出 資 金 額 ） （円）

性 別 □

（第二面）

100分の５以上の株式を有する株主又は100分の５以上の額に相当する出資をしている者（法人の場合）

受付番号 申請時の登録番号

（　　）

フ リ ガ ナ



備考

１ 各面共通事項

① この書面は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

② 登録申請者は、＊印の欄には記入しないこと。

③ 「申請時の登録番号」の欄は、更新の場合にのみ記入すること。

④ 「住所」及び「住所又は所在地」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ－（ダッシュ）で区切

り、上段から左詰めで記 入すること。

（記入例） 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 ２ － １ － ３

⑤ 第一面又は第二面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付

すること。

２ 第一面関係

① 「就任年月日」及び「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとと

もに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「０」を記入すること。

（記入例） Ｓ ６ ０ 年 ０ １ 月 ０ １ 日 Ｍ 明治 Ｓ 昭和

［昭和60年１月１日の場合］ Ｔ 大正 Ｈ 平成

② 氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点

及び半濁点は１文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入す

ること。

３ 第二面関係

① 氏名又は名称のフリガナの欄は、カタカナで、姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入し、その際、

濁点及び半濁点は１文字として扱うこと。また、「氏名又は名称」の欄も左詰めで記入すること。なお、

株主又は出資者が個人である場合には、姓と名の間に１文字分空けて記入すること。

② 「生年月日」の欄は、株主又は出資者が個人である場合にのみ記入すること。その場合に最初の□には

下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に｢０｣

を記入すること。

（記入例） Ｓ ６ ０ 年 ０ １ 月 ０ １ 日 Ｍ 明治 Ｓ 昭和

［昭和60年１月１日の場合］ Ｔ 大正 Ｈ 平成

③ 「割合」の欄は、株式会社にあっては該当する株主につき保有株式の発行済株式総数に対する割合を、そ

の他の法人にあっては該当する出資者につき出資金額の出資金総額に対する割合を記入すること。



 年 月 日

印

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

（法人用）

　　北海道開発局長

（Ａ４）

誓　　約　　書

第四号様式（第六条関係）

　登録申請者及び登録申請者の役員は、住宅宿泊事業法第25条第１項第２号から
第４号まで、第６号及び第８号から第11号までのいずれにも該当しない者である
ことを誓約します。

　　　地方整備局長
　　　　　　　　　　　　殿



　　　　年　　月　　日現在

価　　　　　格 摘　　　　　要

現 金 預 金

有 価 証 券

未 収 入 金

土 地

建 物

備 品

権 利

そ の 他

計

負　　　債

借 入 金

未 払 金

預 り 金

前 受 金

そ の 他

計

備　考

（Ａ４）

第五号様式（第六条及び第二十八条関係）

財産に関する調書

資　　　産

資　　　　　産

①この調書は、登録申請者が個人である場合のみ、記入すること。

②「権利」とは、営業権、地上権、電話加入権その他の無形固定資産をいう。



 年 月 日

印

印

（法人である場合においては、代表者の氏名）

氏 名

氏 名

法 定 代 理 人

　　北海道開発局長

商 号 又 は 名 称

　　　地方整備局長
　　　　　　　　　　　　殿

（Ａ４）

第六号様式（第六条関係）

誓　　約　　書

　登録申請者、法定代理人及び法定代理人の役員は、住宅宿泊事業法第25条第１
項第１号から第７号まで及び第９号から第11号までのいずれにも該当しない者で
あることを誓約します。

（個人用）



第七号様式（第十条関係）

　地方整備局長

北海道開発局長

登録申請者

印

※ ※

項番 ◎　商号、名称又は氏名及び住所

１１ － 年 月 日

－

※

◎　代表者又は個人に関する事項 変更区分

１２ － 年 月 日 １．就退任　２．氏　名

－ 年 月 日

－ 年 月 日

※□ 女性

変
 
更
 
後

性 別 □ 男性 □

法 人 番 号

性 別 □ 男性

フ リ ガ ナ

氏 名

受付年月日 届出時の登録番号

変
更
前

女性

住宅宿泊事業法第26条第１項の規定により、登録事項の変更の届出をします。

変
 
更
 
後

商 号 、 名 称

又 は 氏 名

郵 便 番 号

殿

変 更 年 月 日

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

住 所

変
更
前 生 年 月 日

商号、名称又は氏名

住 所

氏 名

商 号 又 は 名 称

氏 名

電 話 番 号

ファクシミリ番号

生 年 月 日

確認欄

フ リ ガ ナ

受付番号

(法人である場合においては、代表者の氏名)

確認欄

（Ａ４）

　　　　年　　月　　日

登録事項変更届出書
（第一面）

（　　）



※ ※

項番 ◎　法定代理人に関する事項

１３ － 年 月 日

－

※

◎　法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合） 変更区分

１４ － 年 月 日 １．就退任　２．氏　名

－ 年 月 日

－ 年 月 日

※男性 □ 女性

変
 
更
 
後

性 別 □ 男性 □ 女性

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

□ 男性 □ 女性

変
 
更
 
後

□ 男性 □ 女性

郵 便 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名

確認欄生 年 月 日

確認欄

氏 名

生 年 月 日

変
更
前

性 別 □

住 所

商 号 、 名 称

又 は 氏 名

フ リ ガ ナ

商 号 、 名 称

又 は 氏 名

性 別

住 所

（第二面）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

（　　）

変
更
前

性 別

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ



◎　法定代理人の役員に関する事項（法人である場合） 変更区分

１５ － 年 月 日 １．就退任　２．氏　名

－ 年 月 日

－ 年 月 日

※

変
 
更
 
後

性 別 □ 男性 □ 女性

変
更
前

性 別 □ 男性 □ 女性

確認欄生 年 月 日

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名



※ ※

項番 ◎　役員に関する事項（法人である場合） 変更区分

２１ － 年 月 日 １．就退任　２．氏　名

－ 年 月 日

－ 年 月 日

※

変更区分

２１ － 年 月 日 １．就退任　２．氏　名

－ 年 月 日

－ 年 月 日

※

女性

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

女性

性 別 □ 男性 □ 女性

□ 女性

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

変
 
更
 
後

性 別 □ 男性 □

変
更
前

性 別 □ 男性 □

確認欄

フ リ ガ ナ

氏 名

確認欄

変
更
前

性 別 □ 男性

生 年 月 日

氏 名

フ リ ガ ナ

氏 名

変
 
更
 
後

（第三面）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

（　　）

変 更 年 月 日

生 年 月 日



※ ※

変更区分

　１．新設・廃止

項番 ◎　営業所又は事務所に関する事項 　２．名称・所在地

３０ － 年 月 日

－

※

変更区分

　１．新設・廃止

◎　営業所又は事務所に関する事項 　２．名称・所在地

３０ － 年 月 日

－

※

所 在 地
確認欄

電 話 番 号

変
更
前

営業所又は事
務所の別

1.主たる営業所又は事務所　2. 従たる営業所又は事務所

営業所又は事
務所の名称

変
 
更
 
後

変 更 年 月 日

営業所又は事務所
の別

1.主たる営業所又は事務所　2. 従たる営業所又は事務所

営業所又は事務所
の名称

郵 便 番 号

所 在 地

変 更 年 月 日

郵 便 番 号

確認欄

営業所又は事
務所の名称

営業所又は事
務所の別

所 在 地

（第四面）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

（　　）

変
 
更
 
後

1.主たる営業所又は事務所　2. 従たる営業所又は事務所

1.主たる営業所又は事務所　2. 従たる営業所又は事務所

所 在 地

電 話 番 号

営業所又は事務所
の名称

営業所又は事務所
の別

変
更
前



※ ※

項番 ◎　既に有している免許又は登録

３１ － 年 月 日

※

国土交通大臣の登録を受けている 確認欄

賃貸住宅管理業者

免許

マンションの管理の適正化の推進

に関する法律第44条第１項の登録

国土交通大臣の登録を受けている

賃貸住宅管理業者

変
更
前

業の種類 免許等の番号 免許等の年月日

宅地建物取引業法第３条第１項の

宅地建物取引業法第３条第１項の

免許

マンションの管理の適正化の推進

に関する法律第 44条第 1項の登録

（第五面）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

（　　）

変
 
更
 
後

変 更 年 月 日

業の種類 免許等の番号 免許等の年月日



備考

１ 各面共通事項

① 登録申請者は、＊印の欄には記入しないこと。

② 「変更年月日」及び「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、

□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「０」を記入すること。

（記入例） Ｓ ６ ０ 年 ０ １ 月 ０ １ 日 Ｍ 明治 Ｓ 昭和

［昭和60年１月１日の場合］ Ｔ 大正 Ｈ 平成

③ 氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び

半濁点は１文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に１文字分空 けて左詰めで記入すること。

④ 「住所」及び「所在地」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、上段から

左詰めで記入すること。

（記入例） 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 ２ － １ － ３

２ 第一面関係

① 法人番号は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

※法人番号とは、国税庁から指定・通知される13桁の番号。（商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に１

桁を付加したもの）

② 商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点

は１文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」の欄も、上段から左詰めで記入すること。

③ 代表者又は個人に関する事項の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより作成する

こと。

ア 代表者に交代があった場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

イ 代表者の氏名に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

３ 第二面関係

① 法定代理人の代表者に関する事項及び法定代理人の役員に関する事項の届出は、登録申請者が法人である場

合にのみ記入すること。

② 商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点

は１文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。

③ 法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分の定め

るところにより作成すること。

ア 代表者に交代があった場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

イ 代表者の氏名に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

④ 法定代理人の役員に関する事項（法人である場合）の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分の定める

ところにより作成すること。

ア 代表者以外の役員に交代があった場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

イ 代表者以外の役員に新たな者を追加した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。

ウ 代表者以外の役員を削減した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。

エ 代表者以外の役員の氏名に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ



と。

４ 第三面関係

① 第三面は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

② 役員に関する事項（法人である場合）の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところにより

作成すること。

ア 代表者以外の役員に交代があった場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

イ 代表者以外の役員に新たな者を追加した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。

ウ 代表者以外の役員を削減した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。

エ 代表者以外の役員の氏名に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

５ 第四面関係

① 営業所又は事務所に関する事項の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより作成す

ること。

ア 営業所又は事務所を新設した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。

イ 営業所又は事務所を廃止した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。

ウ 営業所又は事務所の名称又は所在地に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

② 「営業所又は事務所の別」の欄は、該当する番号を記入すること。

③ 「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、左詰めで記入するこ

と。

（記入例） ０ ３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １

④ 第四面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。

６ 第五面関係

① 同一の免許等の番号で免許等の年月日のみ変更された場合は、変更届出書の提出は不要。

② 「免許等の年月日」の欄は、免許の有効期間の開始日ではなく、免許を与えられた年月日を記入すること。



第八号様式（第十一条関係）

住宅宿泊事業法第28条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

年 月 日

　地方整備局長

北海道開発局長

印

＊ ＊

5. 廃止

3. 破産管財人

備考

　①　届出者は、＊印の欄には記入しないこと。

　③　死亡の場合にあっては、「届出事由の生じた日」の欄に死亡の事実を知った日を付記すること。

（Ａ４）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

（   ）

殿

商号、名称又は氏名

1. 死亡

2. 合併による消滅

3. 破産手続開始の決定

4. 解散

住所

　②　「届出の理由」及び「住宅宿泊管理業者と届出人との関係」欄は、該当するものの番号を○で
　　囲むこと。

届出の理由

廃 業 等 届 出 書

住宅宿泊管理業者と
届出人との関係

届出者

氏名

1. 相続人

2. 元代表役員

4. 清算人

5．本人

届出事由の生じた日



第九号様式（第十八条関係）
表

従 業 者 証 明 書
2.4㎝ 従業者証明書番号

従 業 者 氏 名 （ 年 月 日生）
写 ㎝

業務に従事する
真 営 業 所 又 は 下

事務所の名称 以

及 び 所 在 地 ㎝

この者は、住宅宿泊管理業者の従業者であること
を証明します。

（ 年 月撮影） 上

証明書有効期間 年 月 日から 以

年 月 日まで ㎝

登 録 番 号 国土交通大臣（ ）第 号

商号、名称又は氏名

主たる営業所又は事務所の所在地
代 表 者 氏 名

8.547㎝以上 8.572㎝以下

裏

備 考

住宅宿泊事業法抜粋
第三十七条 住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その
業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証
明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

２ 住宅宿泊管理業者の使用人その他の従業者は、その業務を行うに際し、住
宅宿泊事業者その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示
しなければならない。

備 考
１ 従業者証明書番号の付し方は、次の方法によること。

(1) 第１けた及び第２けたには、当該従業者が雇用された年を西暦で表した
ときの西暦年の下２けたを記載するものとする。

(2) 第３けた及び第４けたには、当該従業者が雇用された月を記載するもの
とする。ただし、その月が１月から９月までである場合においては、第３
けたは０とし、第４けたにその月を記載するものとする。

(3) 第５けた以下には、従業者ごとに、重複がないように付した番号を記載
するものとする。

２ 業務に従事する営業所又は事務所に変更があったときは、裏面に変更後の
内容を記入し、営業所又は事務所の長の印を押印すること。
３ 従業者の現住所等必要な事項がある場合には、裏面に記入すること。
４ 用紙の色彩は青色以外とすること。
５ 証明書の有効期間は５年以下とすること。

304.5
293.5

0.
3



第十号様式（第二十条関係）

登 録 番 号 国土交通大臣（　　）第　　　　　号

登 録 年 月 日 年 月 日

登 録 の 有 効 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

商 号 、 名 称 又 は 氏 名

主たる営業所又は事務所の所在地
電話番号　　　（　　　）　　　　　

標　　　　　識

住　宅　宿　泊　管　理　業　者　登　録　票

3
0
c
m以
上

35cm以上



第十一号様式（第二十三条関係）

所属局部課名

職　　　　名

氏　　　　名

年　　月　　日生

国土交通大臣　　　　　　印

地方整備局長
北海道開発局長

　　げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚
　　偽の答弁をした者

３  第十七条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。

第七十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
　五　第十七条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項の規定
　　による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨

　宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設
　備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２　都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき
　は、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管
　理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書
　類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

３　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな
　らない。

　（報告徴収及び立入検査）
第四十五条　国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認
　めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住

第十七条　都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認める
　ときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅
　その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査さ
　せ、若しくは関係者に質問させることができる。
２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提
　示しなければならない。

　（報告徴収及び立入検査）

住宅宿泊事業法第45条第３項において準用する同法第17条第２項の規定による

（表　面）

第　　　号　　　　　年　　月　　日（有効期間１カ年）

（裏　面）

住宅宿泊事業法抜粋

　　　　　　　都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長 　      　印　

立入検査証

6
c
m

8.5cm

写
真



第十二号様式（第二十七条関係）

観光庁長官　殿

印

※ ※

（有効期間：　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日）

登録の ※ 観光庁長官登録 （　　） 第 号

※

１．新規　２．更新

◎　商号、名称又は氏名及び住所 法人・個人の別

１．法人

２．個人

－

※

◎　代表者又は個人に関する事項

－ 年 月 日

※

氏 名

生 年 月 日

　住宅宿泊事業法第47条第１項の規定により、住宅宿泊仲介業者の登録の申請をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

　　　　年　　月　　日

確認欄

商 号 又 は 名 称

郵 便 番 号

種類

住 所

申請時の登録番号

氏 名

フ リ ガ ナ

又 は 氏 名

法 人 番 号

フ リ ガ ナ

　　　　年　　　　月　　　　日まで

　　　　年　　　　月　　　　日

登録番号

登録年月日

（　　）

確認欄

有効期間
　　　　年　　　　月　　　　日から

（法人である場合においては、代表者の氏名）

（Ａ４）

住 宅 宿 泊 仲 介 業 者 登 録 申 請 書
（第一面）

電 話 番 号

ファクシミリ番号

性 別 □ 男性 □ 女性

登録申請者

※

商 号 、 名 称

受付番号 受付年月日



※

◎　法定代理人に関する事項

法人・個人の別

１．法人

２．個人

－

※

◎　法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）

－ 年 月 日

※

◎　法定代理人の役員に関する事項（法人である場合）

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

※

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

性 別

性 別

受付番号 申請時の登録番号

（　　）

フ リ ガ ナ

郵 便 番 号

（第二面）

確認欄

確認欄

確認欄

確認欄

商 号 、 名 称

又 は 氏 名

住 所 確認欄

フ リ ガ ナ

氏 名

□ 女性

確認欄

氏 名

生 年 月 日

性 別

□ 男性 □ 女性

□ 男性 □ 女性

□ 男性

性 別 □ 男性 □ 女性

□ 男性 □ 女性

性 別



※

◎ 役員に関する事項（法人である場合）

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

※

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

確認欄

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

確認欄

性 別

生 年 月 日

確認欄

氏 名

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

受付番号 申請時の登録番号

（　　）

フ リ ガ ナ

（第三面）

確認欄

氏 名

生 年 月 日

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

確認欄

氏 名

氏 名

確認欄

□ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性

性 別 □ 男性 □ 女性



※

◎　営業所又は事務所に関する事項

※

－

※

－

※

－

※

－

※

営 業 所 又 は 事 務 所 の

名　　　　　　　称

名　　　　　　　称

名　　　　　　　称

名　　　　　　　称

名　　　　　　　称

所 在 地

郵 便 番 号

所 在 地

確認欄

郵 便 番 号

営 業 所 又 は 事 務 所 の

所 在 地
確認欄

電 話 番 号

郵 便 番 号

（第四面）

確認欄

電 話 番 号

営 業 所 又 は 事 務 所 の

電 話 番 号

営 業 所 又 は 事 務 所 の

郵 便 番 号

確認欄

電 話 番 号

所 在 地

電 話 番 号

郵 便 番 号

所 在 地
確認欄

受付番号 申請時の登録番号

（　　）

営 業 所 又 は 事 務 所 の



登録免許税納付書・領収証書、収入印紙又は証紙はり付け欄

（消印してはならない。）

（第五面）



備考

１ 各面共通事項

① 登録申請者は、＊印の欄には記入しないこと。

② 「申請時の登録番号」の欄は、更新の場合にのみ記入すること。

③ 「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記

入するに当たっては、空位の□に「０」を記入すること。

（記入例） Ｓ ６ ０ 年 ０ １ 月 ０ １ 日 Ｍ 明治 Ｓ 昭和

［昭和60年１月１日の場合］ Ｔ 大正 Ｈ 平成

④ 氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点

及び半濁点は１文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記

入す ること。

⑤ 「住所」及び「所在地」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、上段か

ら左詰めで記入すること。

（記入例） 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 ２ － １ － ３

⑥ 登録申請者が未成年者である場合においては、法定代理人の同意書を添付すること。

２ 第一面関係

① 「登録の種類」の欄は、該当する番号を記入すること。

② 法人番号は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

※法人番号とは、国税庁から指定・通知される13桁の番号。（商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に

１桁を付加したもの）

③ 商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半

濁点は１文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。

④ 「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を記入すること。

⑤ 代表者又は個人に関する事項については、法人である場合で代表者が複数存在するときには、登録申請

者である代表者について記入し、その他の者については、第三面の役員に関する事項の欄に記入すること。

例えば、株式会社の場合で代表取締役が複数存在するときには、登録申請者である代表取締役について

記入し、その他の者については、第三面の役員に関する事項の欄に記入すること。

３ 第二面関係

① 法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）及び法定代理人の役員に関する事項（法人である

場合）の届出は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

② 商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半

濁点は１文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。

③ 「法人・個人の別」の欄は、該当する番号を記入すること。

④ 法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）について、代表者が複数存在するときには、その

中から選任された１名の代表者について記入し、その他の者については、法定代理人の役員に関する事項

（法人である場合）に記入すること。

例えば、株式会社の場合で代表取締役が複数存在するときには、その中から選任された１名の他の代表

取締役について記入し、その他の者については、法定代理人の役員に関する事項（法人である場合）の欄に

記入すること。

⑤ 第二面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。

４ 第三面関係

① 第三面は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

② 役員に関する事項の欄は、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。

③ 第三面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。



５ 第四面関係

① 第四面は、営業所又は事務所ごとに作成すること。

② 「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、左詰めで記入す

ること。

（記入例） ０ ３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １

③ 第四面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。



第十三号様式（第二十八条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ４）

 年 月 日

印

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

（法人用）

誓　　約　　書

　登録申請者及び登録申請者の役員は、住宅宿泊事業法第49条第１項第２号から
第４号まで、第６号及び第８号から第11号までのいずれにも該当しない者である
ことを誓約します。

　　　観光庁長官　　　　　　　　　殿



第十四号様式（第二十八条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ４）

 年 月 日

印

印

（法人である場合においては、代表者の氏名）

氏 名

法 定 代 理 人

誓　　約　　書

　登録申請者、法定代理人及び法定代理人の役員は、住宅宿泊事業法第49条第１
項第１号から第７号まで及び第９号から第11号までのいずれにも該当しない者で
あることを誓約します。

（個人用）

商 号 又 は 名 称

氏 名

観光庁長官　　　　　　　　　殿



第十五号様式（第三十二条関係）

住宅宿泊事業法第50条第1項の規定により、登録事項の変更の届出をします。

観光庁長官　殿

登録申請者

印

※ ※

◎　商号、名称又は氏名及び住所

－ 年 月 日

－

※

◎　代表者又は個人に関する事項 変更区分

－ 年 月 日 １．就退任２．氏　名

－ 年 月 日

－ 年 月 日

※性 別 □ 男性 □ 女性

変
更
前

□ 男性 □ 女性

変
更
後

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年 月 日

変
 
更
 
後

商 号 、 名 称

又 は 氏 名

郵 便 番 号

住 所

氏 名

法 人 番 号

住 所

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

変
更
前

法 人 番 号

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

性 別

商 号 又 は 名 称

氏 名

電 話 番 号

ファクシミリ番号

(法人である場合においては、代表者の氏名)

確認欄

商 号 、 名 称

確認欄

又 は 氏 名

（Ａ４）

　　　　年　　月　　日

登　録　事　項　変　更　届　出　書
（第一面）

（　　）



※ ※

◎　法定代理人に関する事項

－ 年 月 日

－

※

◎　法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合） 変更区分

－ 年 月 日 １．就退任２．氏　名

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

◎　法定代理人の役員に関する事項（法人である場合） 変更区分

－ 年 月 日 １．就退任２．氏　名

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

性 別 □ 男性 □ 女性

変
更
前

□ 男性 □ 女性

変
更
後

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

氏 名

性 別 □ 男性 □

変
更
前

□ 男性 □性 別

フ リ ガ ナ 確認欄

氏 名

変
更
後

生 年 月 日

又 は 氏 名

確認欄

女性

生 年 月 日

性 別

変 更 年 月 日

女性

生 年 月 日

商 号 、 名 称

確認欄

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

郵 便 番 号

住 所

変
　
更
　
前

（第二面）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

（　　）

変
 
更
 
後

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

商 号 、 名 称

又 は 氏 名

住 所



※ ※

◎　役員に関する事項（法人である場合） 変更区分

－ 年 月 日 １．就退任２．氏　名

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

変更区分

－ 年 月 日 １．就退任２．氏　名

－ 年 月 日

※

－ 年 月 日

□ 男性 □

変
更
前 生 年 月 日

性 別 □ 男性 □

変 更 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

女性

男性 □ 女性

変
更
前

生 年 月 日

性 別

変
更
後

確認欄

氏 名

女性

□ 男性 □ 女性

変
更
後

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ 確認欄

氏 名

生 年 月 日

性 別

フ リ ガ ナ

性 別 □

（第三面）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

（　　）

変 更 年 月 日



※ ※

◎　営業所又は事務所に関する事項 変更区分

－ 年 月 日 １．新設・廃止 ２．名称・所在地

－

※

所　在　地
確認欄

変
 
更
 
前

変
 
更
 
後

変 更 年 月 日

営 業 所 又 は 事 務 所 の

所 在 地

電 話 番 号

（第四面）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

（　　）

営業所又は事務所の

名　　　　称

名　　　　　　　称

郵 便 番 号



備考

１ 各面共通事項

① 登録申請者は、＊印の欄には記入しないこと。

② 「変更年月日」及び「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、

□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「０」を記入すること。

（記入例） Ｓ ６ ０ 年 ０ １ 月 ０ １ 日 Ｍ 明治 Ｓ 昭和

［昭和60年１月１日の場合］ Ｔ 大正 Ｈ 平成

③ 氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び

半濁点は１文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に１文字分空けて左詰めで記入すること。

④ 「住所」及び「所在地」の欄は、「丁目」「番」及び「号」をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、上段から

左詰めで記入すること。

（記入例） 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 ２ － １ － ３

２ 第一面関係

① 法人番号は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

※法人番号とは、国税庁から指定・通知される13桁の番号。（商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に１桁

を付加したもの）

② 商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点

は１文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」の欄も、上段から左詰めで記入すること。

③ 代表者又は個人に関する事項の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより作成する

こと。

ア 代表者に交代があった場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

イ 代表者の氏名に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

３ 第二面関係

① 法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）及び法定代理人の役員に関する事項（法人である場

合）の届出は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

② 商号、名称又は氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点

は１文字として扱うこと。また、「商号、名称又は氏名」も、上段から左詰めで記入すること。

③ 法定代理人の代表者に関する事項（法人である場合）の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分の定め

るところにより作成すること。

ア 代表者に交代があった場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

イ 代表者の氏名に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

④ 法定代理人の役員に関する事項（法人である場合）の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分の定める

ところにより作成すること。

ア 代表者以外の役員に交代があった場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

イ 代表者以外の役員に新たな者を追加した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。

ウ 代表者以外の役員を削減した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。

エ 代表者以外の役員の氏名に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ



と。

４ 第三面関係

① 第三面は、登録申請者が法人である場合にのみ記入すること。

② 役員に関する事項（法人である場合）の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところにより

作成すること。

ア 代表者以外の役員に交代があった場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

イ 代表者以外の役員に新たな者を追加した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。

ウ 代表者以外の役員を削減した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。

エ 代表者以外の役員の氏名に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

５ 第四面関係

① 第四面は、営業所又は事務所ごとに作成すること。

② 営業所又は事務所に関する事項の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより作成す

ること。

ア 営業所又は事務所を新設した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更後」の欄にのみ記載すること。

イ 営業所又は事務所を廃止した場合

「変更区分」の欄に「１」を記入するとともに、「変更前」の欄にのみ記載すること。

ウ 営業所又は事務所の名称又は所在地に変更があった場合

「変更区分」の欄に「２」を記入するとともに、「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記載するこ

と。

③ 「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、左詰めで記入するこ

と。

（記入例） ０ ３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １



第十六号様式（第三十三条関係）

住宅宿泊事業法第52条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

年 月 日

観光庁長官　殿

印

＊ ＊

5. 廃止

3. 破産管財人又は外国の法令上これに相当する者 

備考

　①　届出者は、＊印の欄には記入しないこと。

　③　死亡の場合にあっては、「届出事由の生じた日」の欄に死亡の事実を知った日を付記すること。

（Ａ４）

受付番号 受付年月日 届出時の登録番号

廃 業 等 届 出 書

3. 破産手続開始の決定又は外国の法令上破産手続に相当する手続の開始

住所届出者

氏名

（   ）

　②　「届出の理由」及び「住宅宿泊仲介業者と届出人との関係」欄は、該当するものの番号を○で
　　囲むこと。

1. 相続人

2. 元代表役員

5．本人
4. 清算人又は外国の法令上これに相当する者

届出の理由

商号、名称又は氏名

届出事由の生じた日

2. 合併による消滅

住宅宿泊仲介業者と
届出人との関係

1. 死亡

4. 解散



第十七号様式（第四十二条関係）

登 録 番 号
Number

観光庁長官（　　）第　　　　　号

登     録     年     月     日
Date　of　License

年 月 日

登　 録　 の 　有　 効　期　間
Term　of　Validity

年 月 日から 年 月 日まで

商 号 、 名 称 又 は 氏 名
Name

標　　　　　識

住　宅　宿　泊　仲　介　業　者　登　録　票
Licensed by the Japan Tourism Agency in accordance

with the provisions of the Private Lodging Business Act

30
cm

以
上

35cm以上



第十八号様式（第四十八条関係）

所属局部課名

職　　　　名

氏　　　　名

年　　月　　日生

観光庁長官　　　　　　印

第七十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
　五　第十七条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項の規
　　による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、
　　げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは
　　偽の答弁をした者

２  第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

　（報告徴収及び立入検査）
第六十六条　観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認
　るときは、住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住
　宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類そ
　他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

　（報告徴収及び立入検査）
第十七条　都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認め

２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に
　示しなければならない。
３　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては
　らない。

　ときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住
　その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査
　せ、若しくは関係者に質問させることができる。

住宅宿泊事業法第66条第２項において準用する同法第17条第２項の規定による

（表　面）

第　　　号　　　　　年　　月　　日（有効期間１カ年）

（裏　面）

住宅宿泊事業法抜粋

立入検査証

6
c
m

8.5cm

写
真


